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Results of the Doctoral Thesis Defense 
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氏 名 BAT-OCHIR BALJINNYAM 

 
T i t l e 

論文題目 モンゴル国における家畜の交換に関する文化人類学的研究 

―モンゴル国ウブルハンガイ県ハラホリン郡の事例から― 

 
 本論文は、モンゴル国ウブルハンガイ県における現地調査に基づき遊牧民の「家畜泥棒」の実態を

民族誌的に描き出し、人類学における交換論の枠組みで分析することで、モンゴル遊牧社会における

家畜の交換と所有に関して理論的に考察することを目的とするものである。本論文は遊牧民同士が

家畜を「ゲームのように」取り合う実践に注目し、そこに内在する社会的合理性と文化的意味を明ら

かにするとともに、近年こうした行為が「家畜泥棒」として近代法上の犯罪概念に含まれるようにな

った状況を歴史を踏まえ詳細に検討した意欲的な研究である。そのため、本論文では現地調査に加え、

史料調査に基づき、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての清朝末期、20 世紀の社会主義期、そして

1992 年以降のポスト社会主義期という 3 つの時代を追うことで家畜の奪取と交換の意味がいかに変

容してきたかを通時的に比較する方法を採用している。 
本論文は、序論と結論を含め 7 章から構成されている。以下では、各章の内容を概観する。 
第 1 章では、先行研究における本論文の位置づけを検討したうえで研究の目的と方法、調査地の概

要が提示される。まずモンゴル遊牧社会に関する先行研究を整理し、家畜の奪取が必ずしも十分に論

じられてこなかったことが明らかにされる。そのうえで、この現象に取り組むための理論的枠組みと

して交換論が検討される。それを踏まえ、モンゴル遊牧社会において合意に基づき「ゲームのように」

家畜を奪い合う実践を交換として捉える視座として、「肯定的互奪性」という概念が提示される。 
第 2 章では、19 世紀末の「シリーン・サイン・エル（平原の良い男）」と呼ばれ「義賊」として回

顧される存在にかかわる史料の記述を分析し、社会主義期の「義賊」の言説を比較することで、その

虚像と実態に迫る。社会主義期の言説では、「平原の良い男」は、封建領主や金持ちから家畜を奪い、

貧者へ再分配する義賊として小説や映画で描かれてきた。ところが清朝時代の史料の検証を通じて、

このような「義賊」が実は遠隔地から馬を奪取する家畜泥棒に過ぎなかったという実態が提示される。 
それに対して第 3 章で扱うのは、社会主義時代に実際に義賊として活躍した家畜泥棒である。本章

では聞き取り調査に基づくデータから、当時の牧畜協同組合に課されたノルマに対して、「サイン・

エル（良い男）」と呼ばれる家畜泥棒が他所から家畜を奪取することで、地域社会を維持するための

調整役を担っていたという実態を描き出す。そうした上で、家畜を隠したり、ノルマ達成のために合

意の下で他地域からの奪取を義賊に依頼したりする、当該地域における「肯定的互奪性」の具体的な

あり方を明らかにする。 
第 4 章は、現代の遊牧社会に対する調査に基づき、これまで家畜の「所有」とされていた家畜に対

する遊牧民の権利を、状況に応じて変動する占有関係として捉えなおす試みである。まずフィールド

ワークを通じて、遊牧民たちの間において家畜そのものが所有されているというよりもむしろ家畜

の毛色に関する情報が贈与・共有され、それ自体が彼らの占有の根拠として機能していることが示さ
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れる。とくに子どもへの家畜贈与では、毛色という象徴的情報のみが与えられ、処分権は成人が保持

しており、子供が結婚するまで留保される。また、従来、所有標識として機能すると考えられてきた

家畜に施される烙印が同一の群れの中に混在する実態を提示することで、家畜の占有の境界が曖昧

性を持つことが明らかにされる。 
第 5 章では、行方不明になった家畜に対する遊牧民の対応を描き出すことで、当該地域では家畜の

奪取が必ずしも窃盗と見なされないことが例証される。当該地域において知人同士の家畜の奪取は、

「盗む」ではなく「アワハ（取る）」と表現され、「ズルーレフ（すれ違いにさせる）」と呼ばれる取

り返す行為も黙認される。他方、遠隔地間で盗んだ家畜を交換する「ズルフ（すれ違いにする）」と

いう、窃盗行為とみなされる現象もみられる。本章はこうした家畜の奪取をめぐる諸実践を例示した

うえで、国家法の外側で機能する「草原の非公式ルール」に基づく実践として論じる。 
第 6 章では、「土地の主」と総称される超自然的存在と遊牧民の家畜をめぐる関係に注目して、資

本主義的な私的所有観念が浸透する現代モンゴルにおいても、家畜の所有が単一の人間的権利とし

て完結していないことを論じる。遊牧民は、宗教的儀礼を通じて超自然的存在と交渉し、家畜を占有

する許可を得てきた。そのため、家畜は人間と「土地の主」によって二重に所有される存在である。

本章は市場経済と近代的な所有観念が浸透してきたにもかかわらず、こうした宗教的次元が維持さ

れている状況を明示したうえで、それが当該地域での「肯定的互奪性」の基盤となってきたと論じる。 
最後に結論として本論文は、モンゴル遊牧社会における家畜の相互奪取を「肯定的互奪性」を伴う

社会的実践として位置づける。さらにこうした相互奪取としての交換が犯罪とみなされるか否かは、

知人であるかどうかという人間の関係性や距離、あるいは超自然的存在との交渉といった文脈に依

存すると論じる。そのうえで、「肯定的互奪性」を特徴とする家畜の相互奪取が遊牧社会における社

会的連帯や相互扶助の基盤として機能してきたと結論づける。 
以上のように、本論文は家畜の奪取に焦点を当て、現地調査で得られた民族誌的事例と文献調査か

ら得られた成果を駆使してモンゴル遊牧社会の特徴を明らかにしようとした労作である。本論文は

特に以下の点において審査委員会において高く評価された。 
第一に、既往研究において等閑視されてきた家畜の奪取という現象に焦点を当て、その実態を明ら

かにした点にある。さらに本論文は、こうした実践が地域における社会関係の維持や不均衡の調整に

つながることを明らかにした。この点において、本論文はモンゴル研究のみならず、遊牧社会研究に

新たな地平を切り開く可能性を有する独創的な研究成果である。 
第二に、民族誌的な研究に留まらず、交換論を参照して「肯定的互奪性」という新たな概念を提示

して家畜の奪取を分析することで、家畜の相互奪取と宗教的儀礼との関わりに焦点を当て、近代的所

有を相対化する理論的考察に取り組んだ点である。この点において本研究には所有をめぐる議論に

新たな展開をもたらすことが期待できる。 
ただし、その一方でいくつかの課題も指摘された。第一に、本論文の人類学的な意義をより説得的

に提示するうえで、アフリカをはじめとする他地域を対象とした先行研究の整理が必ずしも十分で

はなかった点である。第二に、用語の定義が不十分で、不統一の近似の概念が混在していた点が挙げ

られる。ただし、これらの課題は本論文の学術的な意義や価値を損なうものではなく、今後の研究に

おいて解決と発展が期待されるものである。 
以上の理由から、本論文は博士の学位授与に値すると審査委員全員一致で判断した。 


